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(54)【発明の名称】 超音波観測システム

(57)【要約】
【課題】本発明は、超音波プローブの構成を簡素化する
ことができ、超音波プローブの外径寸法が大径化される
ことを防止して装置全体のコスト低下を図ることがで
き、狭い観察対象部位の３次元超音波画像を得ることが
できる超音波観測システムを提供することを最も主要な
特徴とする。
【解決手段】空間的に位置自在に移動可能なスコープホ
ルダ２に超音波プローブ３を着脱可能に連結する超音波
プローブ連結用の第１の超音波プローブホルダ２０、ま
たは第２の超音波プローブホルダ２１を取付け可能な連
結軸部１７を設け、スコープホルダ２に対して超音波プ
ローブ３を相対的に移動させる第１の超音波プローブホ
ルダ２０の直線方向駆動機構２５、または第２の超音波
プローブホルダ２１の回転駆動機構３９を設けたもので
ある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  空間的に位置自在に移動可能なアーム機
構部に超音波プローブを着脱可能に連結する超音波プロ
ーブ連結用のアタッチメントを取付け可能なアタッチメ
ント取付け部を設け、
前記アーム機構部に対して前記超音波プローブを相対的
に移動させるプローブ駆動部を前記アタッチメントに設
けたことを特徴とする超音波観測システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波プローブを
使用して観察部位の超音波画像を得る超音波観測システ
ムに関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、超音波プローブを使用して観察
部位の超音波画像を得る超音波観測システムとして、例
えば特開平８－２４２６０号公報や、特開平８－５６９
４７号公報に示された構成のものがある。ここには、先
端に超音波振動子が配設されたフレキシブルチューブ
と、このフレキシブルチューブを覆っているシースとが
設けられている。そして、シースを固定したまま、超音
波振動子、及び、フレキシブルチューブを前後に移動さ
せる。このとき、移動中の各位置で超音波画像を取得
し、それらの超音波画像を画像処理することにより、３
次元超音波画像を得る方法が示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記従来構成のものに
あっては３次元超音波画像を得る場合には固定されるシ
ースの内部で超音波振動子のついたフレキシブルチュー
ブを前後動する機能を設ける必要がある。そのため、超
音波プローブの内部構成が複雑になるので、超音波プロ
ーブ全体の外径寸法が大径化されるとともに、装置全体
が高価になる問題がある。
【０００４】また、超音波プローブ全体の外径寸法が大
径化された場合には狭い観察対象部位に超音波プローブ
を挿入することができないので、狭い観察対象部位の３
次元超音波画像を得ることが難しい問題がある。
【０００５】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、超音波プローブの構成を簡素化するこ
とができ、超音波プローブの外径寸法が大径化されるこ
とを防止して装置全体のコスト低下を図ることができ、
狭い観察対象部位の３次元超音波画像を得ることができ
る超音波観測システムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、空間的に位置
自在に移動可能なアーム機構部に超音波プローブを着脱
可能に連結する超音波プローブ連結用のアタッチメント
を取付け可能なアタッチメント取付け部を設け、前記ア
ーム機構部に対して前記超音波プローブを相対的に移動
させるプローブ駆動部を前記アタッチメントに設けたこ
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とを特徴とする超音波観測システムである。そして、本
発明では、プローブ駆動部の動作により、アーム機構部
に対して超音波プローブを相対的に移動させながら、２
次元画像を取得し、その画像から３次元超音波画像を構
築する。このとき、プローブ駆動部の動作により、超音
波プローブを前後動させながら、ラジアル方向の２次元
画像を取得し、その画像から３次元超音波画像を構築す
る。また、プローブ駆動部の回転により、超音波プロー
ブを回転させ、前方の２次元画像を取得し、その画像か
ら３次元超音波画像を構築するようにしたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１乃至図１２を参照して説明する。図１は本実施の
形態の超音波観測システム１の要部構成を示すものであ
る。本実施の形態の超音波観測システム１には空間的に
位置自在に移動可能なスコープホルダ（アーム機構部）
２と、このスコープホルダ２に着脱可能に連結される超
音波プローブホルダ２０とが設けられている。
【０００８】また、スコープホルダ２には、図２（Ａ）
に示すように図示しない手術ベッドのサイドレールに着
脱自在に取付けられる取付部４と、アーム本体５とが設
けられている。ここで、スコープホルダ２の取付部４に
は、取付部本体６と、この取付部本体６から延びる基台
７とが設けられている。さらに、取付部本体６には、手
術ベッドのサイドレールに引掛けて取付けられるフック
状の係合部８が設けられている。
【０００９】また、取付部本体６には、係合部８と対向
する位置にこの取付部本体６をベッドサイドレールに固
定するための固定ノブ９が設けられている。この固定ノ
ブ９は、取付部本体６に捩じ込んで取付けられており、
係合部８に向けて延びるネジ部を有している。また、固
定ノブ９のネジ部の端部には、ベッドサイドレールの取
付面に圧接される押圧部材が設けられている。
【００１０】したがって、係合部８をベッドサイドレー
ルに引掛けた状態で、固定ノブ９を締め付けて、ベッド
サイドレールの取付け面に固定ノブ９の押圧部材を圧接
させれば、取付部本体６をベッドサイドレールに固定す
ることができる。
【００１１】また、取付部４の基台７には、アーム本体
５を構成する垂直アーム１１が回転可能に取付けられて
いる。この垂直アーム１１は、基台７から垂直上方に延
び、その長手方向軸と一致する垂直な第１の軸Ｏ１を中
心に回転可能に支持されている。
【００１２】さらに、基台７には、第１の軸Ｏ１を中心
とする垂直アーム１１の回転の力量を調節するための調
整ノブ１２が捩じ込んで取付けられている。この調節ノ
ブ１２には、第１の軸Ｏ１に対して直交する方向に延設
され、且つ垂直アーム１１の方向に延びるネジ部が設け
られている。このネジ部の端部には、垂直アーム１１の
外周面に圧接される押圧部材が設けられている。したが
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って、垂直アーム１１の回転力量は、基台７に対する調
整ノブ１２の締め付け量すなわち垂直アーム１１に対す
る押圧部材の圧接度合いによって決定される。
【００１３】また、垂直アーム１１の上端には、アーム
本体５を構成する第１のリンクアーム１３の一端部が関
節部１４を介して第１の軸Ｏ１と直交する第２の軸Ｏ２
を中心に回動可能に取付けられている。この第１のリン
クアーム１３の他端部には、アーム本体５を構成する第
２のリンクアーム１５の一端部が関節部１６を介して第
２の軸Ｏ２と平行な第３の軸Ｏ３を中心に回動可能に取
付けられている。
【００１４】さらに、この第２のリンクアーム１５の一
端部は第３の軸Ｏ３と直交する方向（第２のリンクアー
ム１５の軸心方向）に延設された第４の軸Ｏ４を中心に
回動可能に支持されている。
【００１５】また、第２のリンクアーム１５の他端部に
は、連結軸部（アタッチメント取付け部）１７が関節部
１８を介して第４の軸Ｏ４と直交する第５の軸Ｏ５を中
心に回動可能に支持されている。この連結軸部１７には
図２（Ｂ）に示すように先端部外周面に、２つの切込み
部１９ａ，１９ｂが形成されている。
【００１６】なお、各関節部１４，１６，１８の内部に
は図示しない回転力量調整機構が設けられている。これ
により、スコープホルダ２に着脱可能に連結される超音
波プローブ３とこれを保持するアーム本体５の自重によ
って各リンクアーム１３，１５が各軸Ｏ２～Ｏ５を中心
に自然に回動してしまうことを防止するようになってい
る。
【００１７】また、スコープホルダ２の連結軸部１７に
は超音波プローブ３を着脱可能に連結する超音波プロー
ブ連結用の図３に示す第１の超音波プローブホルダ（ア
タッチメント）２０、または図４に示す第２の超音波プ
ローブホルダ（アタッチメント）２１などが必要に応じ
て適宜、選択的に取付け可能になっている。
【００１８】ここで、第１の超音波プローブホルダ２０
は例えばラジアルスキャン用超音波プローブホルダによ
って形成されている。この第１の超音波プローブホルダ
２０には図３に示すようにホルダ本体２２と、このホル
ダ本体２２をスコープホルダ２の連結軸部１７に着脱可
能に取付ける取付け部２３とが設けられている。
【００１９】さらに、ホルダ本体２２には、固定部２４
ａと、可動部２４ｂとが設けられている。このホルダ本
体２２の固定部２４ａには、可動部２４ｂを図３中で上
下の直線方向に沿って移動操作する直線方向駆動機構
（プローブ駆動部）２５が組み込まれている。この直線
方向駆動機構２５には、駆動モータ２５ａと、このモー
タ２５ａによって駆動される第１のギア２６と、この第
１のギア２６と噛合されている第２のギア２７と、さら
にこの第２のギア２７と噛合されている第３のギア２８
と、この第３のギア２８の回転に伴って動作するエンコ
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ーダ２９とがそれぞれ設けられている。
【００２０】また、ホルダ本体２２の可動部２４ｂに
は、超音波プローブ３を差し込んで固定するプローブ装
着穴部３０と、固定部２４ａの第２のギア２７と噛合さ
れているラック３１とが設けられている。このラック３
１は図３中で上下方向に延設されている。そして、第２
のギア２７の回転にともないラック３１が図３中で上下
方向に移動され、これにより、可動部２４ｂは、固定部
２４ａに対して図３中で、上下動可能に支持されてい
る。なお、可動部２４ｂのラック３１の上端と下端に
は、それ以上、移動しないように図示しないストッパー
が設けられている。さらに、可動部２４ｂにはプローブ
装着穴部３０の上端部に超音波プローブ３を係脱可能に
係止する傾斜部３０ａが形成されている。
【００２１】また、第１の超音波プローブホルダ２０の
取付け部２３にはホルダ本体２２の固定部２４ａに突設
された一対のピン保持板３２ａ，３２ｂが設けられてい
る。ここで、一方のピン保持板３２ａには係合ピン３３
ａ、他方のピン保持板３２ｂには係合ピン３３ｂがそれ
ぞれ取付けられている。これらの係合ピン３３ａ，３３
ｂはピン保持板３２ａ，３２ｂの内外方向にそれぞれ移
動可能に支持されている。そして、ピン保持板３２ａの
係合ピン３３ａと、ピン保持板３２ｂの係合ピン３３ｂ
とは常時は図示しないばね部材により、内方向に突出さ
れる方向に付勢され、スコープホルダ２の連結軸部１７
の切込み部１９ａ，１９ｂに対してそれぞれ係脱可能に
係止されるようになっている。
【００２２】また、各ピン保持板３２ａ，３２ｂの外面
側には、係合ピン３３ａ，３３ｂを取付け部２３の外方
向に向けて引っ張り操作する操作ツマミ３４ａ，３４ｂ
がそれぞれ設けられている。
【００２３】そして、図５に示すようにスコープホルダ
２の連結軸部１７に第１の超音波プローブホルダ２０を
連結する場合には、スコープホルダ２の連結軸部１７が
第１の超音波プローブホルダ２０のピン保持板３２ａ，
３２ｂ間に差し込まれる状態で連結されるようになって
いる。このとき、各ピン保持板３２ａ，３２ｂの係合ピ
ン３３ａ，３３ｂは側方から力が加わるとばね部材の付
勢力に抗して縮み、スコープホルダ２の連結軸部１７の
先端の切込み部１９ａ，１９ｂ内に挿入される状態で係
合固定されるようになっている。
【００２４】また、第２の超音波プローブホルダ２１は
前方スキャン用超音波プローブホルダによって形成され
ている。この第２の超音波プローブホルダ２１には図４
に示すようにホルダ本体３５と、このホルダ本体３５を
スコープホルダ２の連結軸部１７に着脱可能に取付ける
取付け部３６とが設けられている。
【００２５】さらに、ホルダ本体３５には、固定部３７
ａと、略円筒状の可動部３７ｂとが設けられている。こ
のホルダ本体３５の固定部３７ａには、可動部挿入穴３
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８が形成されている。そして、この可動部挿入穴３８内
に可動部３７ｂが回転可能に挿入された状態で支持され
ている。さらに、固定部３７ａの内部には、可動部３７
ｂを図４中で上下方向の回転軸Ｏ６を中心に回転操作す
る回転駆動機構（プローブ駆動部）３９が組み込まれて
いる。この回転駆動機構３９には、駆動モータ４０と、
このモータ４０の駆動によって回転する第１のギア４１
と、この第１のギア４１と噛合されている第２のギア４
２と、この第２のギア４２の回転を検知するエンコーダ
４３とが内蔵されている。
【００２６】また、ホルダ本体３５の可動部３７ｂに
は、プローブ装着穴部４４と、固定部３７ａの第２のギ
ア４２と噛合されているギア４５とが設けられている。
そして、第２のギア４２の回転にともないギア４５が回
転駆動され、これにより、可動部３７ｂは、固定部３７
ａに対して図４中で、上下方向の回転軸Ｏ６を中心に回
転可能に支持されている。さらに、可動部３７ｂにはプ
ローブ装着穴部４４の上端部に超音波プローブ３を係脱
可能に係止する傾斜部４４ａが形成されている。
【００２７】また、第２の超音波プローブホルダ２１の
取付け部３６は第１の超音波プローブホルダ２０の取付
け部２３と同様に構成されている。すなわち、この取付
け部３６にはホルダ本体３５の固定部３７ａに突設され
た一対のピン保持板４５ａ，４５ｂが設けられている。
ここで、一方のピン保持板４５ａには係合ピン４６ａ、
他方のピン保持板４５ｂには係合ピン４６ｂがそれぞれ
取付けられている。これらの係合ピン４６ａ，４６ｂは
ピン保持板４５ａ，４５ｂの内外方向にそれぞれ移動可
能に支持されている。そして、ピン保持板４５ａの係合
ピン４６ａと、ピン保持板４５ｂの係合ピン４６ｂとは
常時は図示しないばね部材により、内方向に突出される
方向に付勢され、スコープホルダ２の連結軸部１７の切
込み部１９ａ，１９ｂに対してそれぞれ係脱可能に係止
されるようになっている。
【００２８】また、各ピン保持板４５ａ，４５ｂの外面
側には、係合ピン４６ａ，４６ｂを取付け部３６の外方
向に向けて引っ張り操作する操作ツマミ４７ａ，４７ｂ
がそれぞれ設けられている。
【００２９】そして、スコープホルダ２の連結軸部１７
に第２の超音波プローブホルダ２１を連結する場合に
は、スコープホルダ２の連結軸部１７が第２の超音波プ
ローブホルダ２１のピン保持板４５ａ，４５ｂ間に差し
込まれる状態で連結されるようになっている。このと
き、各ピン保持板４５ａ，４５ｂの係合ピン４６ａ，４
６ｂは側方から力が加わるとばね部材の付勢力に抗して
縮み、スコープホルダ２の連結軸部１７の先端の切込み
部１９ａ，１９ｂ内に挿入される状態で係合固定される
ようになっている。
【００３０】また、本実施の形態の超音波観測システム
１で使用される超音波プローブ３には図６（Ａ）に示す
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プローブ本体４８と、図７（Ａ），（Ｂ）に示す外装チ
ューブ４９とが設けられている。
【００３１】さらに、超音波プローブ本体４８には図６
（Ａ）に示すように細長なフレキシブルシャフト５０が
設けられている。このフレキシブルシャフト５０の先端
部には振動子部５１が配設されている。この振動子部５
１には、図６（Ｂ）に示すようにフレキシブルシャフト
５０の先端に固定されるハウジング５２と、このハウジ
ング５２に保持された超音波振動子５３とが設けられて
いる。ここで、ハウジング５２の外周面には凹陥状の振
動子受け部５２ａが形成されている。そして、この振動
子受け部５２ａに超音波振動子５３が保持されている。
【００３２】また、フレキシブルシャフト５０の基端部
には図示しない外部のプローブ駆動ユニットに機械的か
つ電気的に接続されるコネクタ部５４が連結されてい
る。このプローブ駆動ユニットには超音波発信受信回路
等が内蔵されている。そして、超音波プローブ本体４８
のコネクタ部５４はプローブ駆動ユニットに着脱可能に
連結されるようになっている。
【００３３】さらに、コネクタ部５４には、プローブ駆
動ユニットからの駆動力をフレキシブルシャフト５０に
伝達する伝達部になる電気コネクタ部を兼ねた接続筒５
５と、このコネクタ部５４を保持するピン５６等が設け
られている。
【００３４】また、フレキシブルシャフト５０の外周面
には柔軟なチューブ体５７が配設されている。このチュ
ーブ体５７の基端部はコネクタ部５４に配置されてい
る。さらに、このチューブ体５７の先端部はフレキシブ
ルシャフト５０の中途部まで延出され、フレキシブルシ
ャフト５０の中途部までがこのチューブ体５７によって
被覆されている。そして、フレキシブルシャフト５０は
チューブ体５７内で回転自在に保持されている。
【００３５】また、チューブ体５７の先端部には外装チ
ューブ４９との連結部を構成する例えば金属製パイプで
形成した口金部材である段付口金５８が固設されてい
る。この段付口金５８の先端部外周面には図２（Ｃ）に
示すように外装チューブ４９との接合部を水密にシール
するＯリング５９が装着されている。
【００３６】さらに、超音波振動子５３の信号線５３ａ
はフレキシブルシャフト５０内に挿通されている。この
信号線５３ａの基端部はコネクタ部５４側に延設されて
いる。そして、フレキシブルシャフト５０内の信号線５
３ａを介して超音波振動子５３と、プローブ駆動ユニッ
トの超音波発信受信回路等との間が電気的に接続されて
いる。また、超音波プローブ本体４８の駆動時には、プ
ローブ駆動ユニット内の図示しないモータの回転駆動力
がコネクタ部５４および細長なフレキシブルシャフト５
０を介して振動子部５１に伝達されるようになってい
る。これにより、本実施の形態の超音波プローブ３は挿
入軸方向に対して直交方向を走査面にしたいわゆるラジ
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7
アル画像を得る構成になっている。
【００３７】また、外装チューブ４９は図７（Ａ）に示
すように細長で、例えば硬質な樹脂材料で形成された接
続パイプであるストレート形状のストレートパイプ６０
が設けられている。このストレートパイプ６０の先端部
には超音波透過性の先端キャップ６１が取付けられてい
る。この先端キャップ６１は超音波透過性を有するポリ
エチレンや、ポリメチルペンテン等の樹脂材料で形成さ
れている。さらに、先端キャップ６１の内部には超音波
プローブ本体４８のハウジング５２を配置するための空
間部が設けられている。
【００３８】また、先端キャップ６１は、ストレートパ
イプ６０に接着、或いは糸巻き接着等で一体的に固定さ
れている。なお、ストレートパイプ６０の先端部外周面
に図示しないＯリング等の弾性部材を装着し、このスト
レートパイプ６０の先端部を先端キャップ６１の基端部
に挿入することにより、先端キャップ６１でストレート
パイプ６０の先端部を覆い包む状態で、水密に、かつ着
脱自在に取付け可能になっている。
【００３９】また、ストレートパイプ６０の基端部には
例えば透明樹脂材料で屈曲形状に形成されたハンドル部
６２が配置されている。このハンドル部６２の内部には
超音波プローブ本体４８を構成するハウジング５２及び
フレキシブルシャフト５０が挿通される貫通孔６３が形
成されている。
【００４０】さらに、屈曲形状のハンドル部６２は、図
７（Ａ）に示すようにストレートパイプ６０が配置され
るパイプ配置部６４と、超音波プローブ本体４８の段付
口金５８が配置される把持部を兼ねる口金配置部６５
と、この口金配置部６５とパイプ配置部６４との間を連
結するオフセット連結部６６とで構成されている。
【００４１】また、ハンドル部６２の貫通孔６３は、パ
イプ配置部６４に形成されたパイプ配置孔６３ｃと、口
金配置部６５に形成された口金配置孔６３ａと、オフセ
ット連結部６６に形成された傾斜孔６３ｂとで構成され
ている。ここで、ハンドル部６２に形成されているパイ
プ配置孔６３ｃの中心軸と、口金配置孔６３ａの中心軸
とがオフセットした位置関係になるように形成されてい
る。なお、パイプ配置孔６３ｃにはストレートパイプ６
０の基端部が係入配置されるようになっている。さら
に、口金配置孔６３ａには段付口金５８が挿通配置され
るようになっている。そして、パイプ配置孔６３ｃと口
金配置孔６３ａとの間が傾斜孔６３ｂを介して滑らかに
連通されている。
【００４２】したがって、図７（Ａ）に示すようにパイ
プ配置孔６３ｃにストレートパイプ６０を固設した状態
で、ストレートパイプ６０の中心軸と、ハンドル部６２
の口金配置部６３ａの中心軸との間が寸法Ｓで示す距離
だけオフセットした位置関係に設定されている。
【００４３】また、ハンドル部６２の口金配置部６３ａ
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には注液ポート６７が突設されているとともに、本体固
定ネジ６８が装着されている。そして、口金配置孔６３
ａ内に配置された超音波プローブ本体４８の段付口金５
８は本体固定ネジ６８の締め込みによって固定保持する
ようになっている。さらに、注液ポート６７から傾斜孔
６３ｂ、パイプ配置孔６３ｃ、ストレートパイプ６０の
透孔を介して先端キャップ６１の空間部内に超音波伝達
媒体である音響的に生体の音響インピーダンスに近い例
えば脱気水や生理食塩水、滅菌水、超音波ゼリーなどの
液体を注入可能になっている。
【００４４】そして、外装チューブ４９内に超音波プロ
ーブ本体４８を挿入して一体に組み付けることにより、
超音波プローブ３が構成される。この組み付け作業時に
は、まず、超音波プローブ本体４８を構成するフレキシ
ブルシャフト５０の先端部に固設されているハウジング
５２を、ハンドル部６２に形成した基端部開口６２ａか
ら貫通孔６３を構成する口金配置孔６３ａ、傾斜孔６３
ｂ、パイプ配置孔６３ｃ及びストレートパイプ６０のパ
イプ内を通して、先端キャップ６１の空間部まで挿通す
る。この超音波プローブ本体４８の挿入時に、口金配置
孔６３内に段付口金５８が配置される。
【００４５】上述において、ハンドル部６２が透明樹脂
部材で形成されいることにより、ハウジング５２が口金
配置孔６３ａ、傾斜孔６３ｂ、パイプ配置孔６３ｃを通
過する様子を目視にて確認することができる。このた
め、挿入する際の力量や方向を適宜調整して、ハウジン
グ５２を貫通孔６３の内壁に大きな力で当接させること
なくスムーズに前進させて容易に配置することが可能で
ある。
【００４６】次に、口金配置孔６３ａ内に挿通された段
付口金５８をＯリング５９の付勢力に抗して押し込んで
いく。そして、この段付口金５８が所定位置に到達した
なら、本体固定ネジ６８を締めつけていく。これによっ
て、ハンドル部６２に対して段付口金５８が一体的に固
定されることにより、超音波プローブ本体４８と外装チ
ューブ４９とが一体に組み付けられた超音波プローブ３
が構成される。
【００４７】また、口金配置孔６３ａの内孔は、超音波
プローブ本体４８の段付口金５８が摺動可能な孔径に形
成されている。そして、外装チューブ４９内にプローブ
本体４８が挿入され、口金配置孔６３ａの内孔に超音波
プローブ本体４８の段付口金５８が挿入された状態で、
超音波プローブ本体４８の段付口金５８の先端部のＯリ
ング５９によって水密が保持されるようになっている。
これにより、注液ポート６７から注入された超音波伝達
媒体が口金配置孔６３ａの内周面と段付口金５８の外周
面との間を通過して口金配置部６５の基端部開口６２ａ
から術者の手元に流れ出ることが防止されている。
【００４８】また、図８は超音波プローブ３の周辺機器
を示す。図８中で、参照符号６９は超音波プローブ３を
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9
駆動する超音波駆動装置である。この超音波駆動装置６
９には、超音波振動子５３を駆動するためのモータ７０
と、エンコーダ７１とが設けられている。さらに、超音
波駆動装置６９には、この超音波駆動装置６９に内蔵さ
れるモータ７０の駆動、及び、エンコーダ７１の検出、
また、超音波振動子５３によって得られた２次元画像を
取得する超音波観測装置７２が接続されている。
【００４９】この超音波観測装置７２にはフットスイッ
チ７３と、３次元画像生成装置７４とが接続されてい
る。さらに、フットスイッチ７３には図３に示したラジ
アルスキャン用の第１の超音波プローブホルダ２０に内
蔵されたモータ２５ａを駆動するためのモータ駆動装置
７５が接続されている。そして、このフットスイッチ７
３には超音波観測装置７２のオンオフを行う図示しない
超音波観測スイッチと、モータ駆動装置７５を動作させ
るため図示しないモータ駆動スイッチとが取付けられて
いる。
【００５０】また、第１の超音波プローブホルダ２０に
内蔵されたエンコーダ２９には、このエンコーダ２９の
値を検出するための移動量検出装置７６が接続されてい
る。この移動量検出装置７６は超音波観測装置７２およ
び３次元画像生成装置７４に接続されている。さらに、
この３次元画像生成装置７４には、モニタ７７が接続さ
れている。そして、超音波観測装置７２、及び、移動量
検出装置７６からの各出力信号は、３次元画像生成装置
７４に入力され、これらの入力情報に基づき３次元画像
生成装置７４によって３次元像が生成されるようになっ
ている。さらに、３次元画像生成装置７４で生成された
３次元画像は、モニタ７７に映し出されるようになって
いる。なお、スコープホルダ２の連結軸部１７に図４に
示した前方スキャン用の第２の超音波プローブホルダ２
１を連結する場合も同様である。
【００５１】次に、上記構成の本実施の形態の超音波観
測システム１の超音波プローブ３を使用して観察部位の
超音波画像を得る動作について説明する。ここでは、ラ
ジアルスキャンを例にとり説明する。
【００５２】まず、術者はスコープホルダ２の取付部４
を手術ベットのサイドレールに固定する。この状態で、
スコープホルダ２の連結軸部１７に図３に示すラジアル
スキャン用の第１の超音波プローブホルダ２０を連結す
る。この第１の超音波プローブホルダ２０の連結作業時
にはスコープホルダ２の連結軸部１７が第１の超音波プ
ローブホルダ２０のピン保持板３２ａ，３２ｂ間に差し
込まれる。このとき、第１の超音波プローブホルダ２０
の係合ピン３３ａ、係合ピン３３ｂと、スコープホルダ
２０の連結軸部１７の先端部の切込み部１９ａ，１９ｂ
とが噛み合う向きにラジアルスキャン用の第１の超音波
プローブホルダ２０の向きを合わせた状態で、スライド
させ、スコープホルダ２の連結軸部１７に差し込む。
【００５３】ここで、係合ピン３３ａと係合ピン３３ｂ
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とがスコープホルダ２の連結軸部１７の最先端部に接触
すると、係合ピン３３ａ、係合ピン３３ｂに取付けられ
たバネが縮み、これらが切込み部１９ａ，１９ｂに到達
するとバネがピン３３ａ，３３ｂを押し出し、図５に示
すように係合ピン３３ａ、係合ピン３３ｂと切込み部１
９ａ，１９ｂとが噛み合って、固定される。
【００５４】続いて、超音波プローブ３がスコープホル
ダ２に固定されたラジアルスキャン用の超音波プローブ
ホルダ２０に装着される。このとき、超音波プローブ３
を超音波プローブホルダ２０に差し込み、図１に示すよ
うに超音波プローブ３の屈曲部、すなわちハンドル部６
２のオフセット連結部６６の部分をホルダ本体２２の可
動部２４ｂの傾斜部３０ａと接触させることにより、超
音波プローブ３が超音波プローブホルダ２０に固定され
る。
【００５５】この状態で、術者は、スコープホルダ２の
各関節を調整し、図９に示すように超音波プローブ３を
術部Ｐの所望の位置、例えば生体組織Ｈの凹部Ｈ１内の
底部近傍のＡ１位置に移動させる。続いて、フットスイ
ッチ７３に取付けられたモータ駆動スイッチを操作し
て、モータ駆動装置７５を動作させ、ラジアルスキャン
用の超音波プローブホルダ２０に内蔵されたモータ２５
ａを動作させる。
【００５６】このとき、モータ駆動装置７５からは、モ
ータ制御用のパルス信号が出力され、モータ２５ａが動
作状態と停止状態とを繰り返す状態で駆動される。ここ
で、モータ２５ａの回転時にはギア２６が回転し、さら
に第２のギア２７が回転駆動される。この第２のギア２
７の回転時には、第２のギア２７と噛み合っているラッ
ク３１によって、ホルダ本体２２の可動部２４ｂが図９
中で上方に移動する。
【００５７】また、第２のギア２７の回転時には、この
第２のギア２７と噛み合っているギア２８が回転し、こ
のギア２８の回転がエンコーダ２９によって検知され
る。そして、このエンコーダ２９からの検出データにも
とづいてラック３１の移動量、つまり、超音波プローブ
３の図９中で上方への移動量が検出され、移動量検出装
置７６に伝達される。
【００５８】さらに、モータ２５ａの動作状態は、エン
コーダ２９で検出され、移動量検出装置７６に伝達され
る。このとき、モータ２５ａは動作状態と停止状態とを
繰り返すため、超音波プローブ３も同様の動作を行う。
【００５９】そして、移動量検出装置７６が超音波プロ
ーブ３の移動が止まった状態を検出すると、超音波観測
装置７２に信号を伝達し、超音波プローブ３による観測
を始める。このとき、超音波観測装置７２から出力され
る制御信号によって超音波駆動装置６９のモータ７０の
動作を開始させる。これにより、超音波振動子５３によ
る観測が開始される。そして、超音波振動子５３によっ
て観測される超音波情報が超音波駆動装置６９を介して
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超音波観測装置７２に伝達される。このとき、超音波観
測装置７２では、この超音波情報に基づき２次元画像が
生成される。従って、超音波観測装置７２には、エンコ
ーダ２９による超音波プローブ３の位置情報と、この位
置の画像情報とが取得される。
【００６０】例えば、超音波プローブ３による観測の開
始時には超音波プローブ３の停止位置がＡ１位置である
ことを示す超音波プローブ３の停止位置情報と、このＡ
１位置での超音波画像情報とが超音波観測装置７２に取
得される。
【００６１】また、Ａ１位置での超音波観測後、モータ
駆動装置７５からモータ２５ａに次のパルス信号が伝達
される。これにより、ホルダ本体２２の可動部２４ｂが
図９中で上方に移動する。そして、超音波プローブ３が
Ｂ１位置に達した時点で、超音波プローブ３の移動が停
止され、Ｂ１位置での超音波振動子５３による超音波観
測が行われる。これにより、超音波プローブ３の停止位
置がＢ１位置であることを示す超音波プローブ３の位置
情報と、このＢ１位置での超音波画像情報とが超音波観
測装置７２に取得される。
【００６２】さらに、上記超音波プローブ３の移動動作
が以後、複数回、同様に繰り返される。そして、超音波
プローブ３がＣ１位置、Ｄ１位置、Ｅ１位置、…に達し
た時点で、超音波プローブ３の移動がそれぞれ停止さ
れ、各停止位置での超音波振動子５３による超音波観測
が行われる。これにより、超音波プローブ３の停止位置
がＣ１位置、Ｄ１位置、Ｅ１位置、…であることを示す
超音波プローブ３の停止位置情報と、これらの各停止位
置での超音波画像情報とが超音波観測装置７２に順次取
得される。この超音波観測動作は、図１０に示すように
超音波プローブ３が上昇し、術者がフットスイッチ７３
により、ラジアルスキャン用の超音波プローブホルダ２
０の動作を終了させるまで続けられる。
【００６３】また、超音波観測装置７２に記録された超
音波プローブ３の停止位置情報（Ａ１位置～Ｅ１位置、
…）と、各停止位置での超音波画像情報は、３次元画像
生成装置７４に伝達される。そして、この３次元画像生
成装置７４で３次元超音波画像が生成され、モニタ７７
に表示されることにより、術者に術部Ｐの超音波３次元
画像が観察される。
【００６４】また、前方スキャンの場合には、次の動作
が行われる。ここでは、ラジアルスキャンとの違いのみ
示す。すなわち、前方スキャンの場合には、スコープホ
ルダ２の連結軸部１７の先端に、図４に示す前方スキャ
ン用の第２の超音波プローブホルダ２１を取付ける。そ
して、図１１に示すようにこの第２の超音波プローブホ
ルダ２１に前方スキャン用の先端部を持ち、それ以外の
部分は超音波プローブ３と同様な形状を持つ前方スキャ
ン用の超音波プローブ２００が装着される。このとき、
超音波プローブ２００を超音波プローブホルダ２１に差
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し込み、図１１に示すように超音波プローブ２００の屈
曲部、すなわちハンドル部２０１のオフセット連結部２
０２の部分をホルダ本体３５の可動部３７ｂの傾斜部４
４ａと接触させることにより、超音波プローブ２００が
超音波プローブホルダ２１に固定される。
【００６５】この状態で、術者は、スコープホルダ２の
各関節を調整し、図１１に示すように超音波プローブ２
００を術部Ｐの所望の位置、例えば生体組織Ｈの凹部Ｈ
１内に移動させる。続いて、術者が、フットスイッチ７
３に取付けられたモータ駆動スイッチを押し、モータ駆
動装置７５の動作を始める。
【００６６】このとき、モータ駆動装置７５からは、モ
ータ制御用のパルス信号が出力され、モータ４０が動作
状態と停止状態とを繰り返す状態で駆動される。ここ
で、モータ４０の回転は第１のギア４１から第２のギア
４２を介してギア４５に伝達される。そして、このギア
４５の回転により、ホルダ本体３５の可動部３７ｂが回
転され、図１１中に矢印で示すように超音波プローブ２
００が軸回り方向に回転される。なお、図１２は、超音
波プローブ２００の軸に垂直な面の術部Ｐの断面であ
る。そして、超音波プローブ２００の軸回り方向の回転
動作時には図１２に示すようにＡ２位置、Ｂ２位置、Ｃ
２位置、Ｄ２位置、…で順次、回転が停止される。
【００６７】また、各回転停止位置では超音波振動子５
３による超音波観測が行われる。これにより、超音波プ
ローブ２００の停止位置がＡ２位置、Ｂ２位置、Ｃ２位
置、Ｄ２位置、…であることを示す超音波プローブ２０
０の位置情報と、これらの各停止位置での超音波画像情
報とが超音波観測装置７２に順次記録される。そして、
ラジアルスキャンと同様の処理によって、術者に術部Ｐ
の前方の超音波３次元画像が観察される。
【００６８】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態ではスコープホル
ダ２の連結軸部１７に図３に示す第１の超音波プローブ
ホルダ２０、または図４に示す第２の超音波プローブホ
ルダ２１などを必要に応じて適宜、選択的に取付け可能
にしたものである。そして、スコープホルダ２の連結軸
部１７に第１の超音波プローブホルダ２０を取付けた場
合にはこの第１の超音波プローブホルダ２０の直線方向
駆動機構２５によってホルダ本体２２の固定部２４ａに
対して可動部２４ｂを図３中で上下の直線方向に沿って
移動操作することにより、この第１の超音波プローブホ
ルダ２０に装着される超音波プローブ２００によってラ
ジアル方向の３次元超音波画像を観察することができ
る。さらに、スコープホルダ２の連結軸部１７に第２の
超音波プローブホルダ２１を取付けた場合にはこの第２
の超音波プローブホルダ２１の回転駆動機構３９によっ
てホルダ本体３５の固定部３７ａの内部の可動部３７ｂ
を図４中で上下方向の回転軸Ｏ６を中心に回転操作する
ことにより、この第２の超音波プローブホルダ２１に装
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着される超音波プローブ２００によって前方方向の３次
元超音波画像を観察することができる。
【００６９】したがって、スコープホルダ２に取付ける
超音波プローブホルダを取り替えることでラジアル方
向、及び、前方方向の３次元超音波画像を観察すること
ができるので、従来のように超音波プローブ３及び超音
波プローブ２００の内部構成を複雑にする必要がない。
そのため、超音波プローブ３及び超音波プローブ２００
の構成を簡素化することができ、超音波プローブ３及び
超音波プローブ２００の外径寸法が大径化されることを
防止して超音波観測システム１の装置全体のコスト低下
を図ることができ、狭い観察対象部位の３次元超音波画
像を得ることができる。
【００７０】また、図１３および図１４は本発明の第２
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１乃至図１２参照）の構成を次の通り変
更したものである。
【００７１】すなわち、本実施の形態では図１３に示す
ように第１の実施の形態のスコープホルダ２の基台７お
よび各関節部１４，１６，１８に、アーム本体５を構成
する各アーム１１，１３，１５および連結軸部１７の向
きを変えるためのモータＭ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４と、基
台７および各関節部１４，１６，１８の固定をゆるめた
状態と、固定状態とを切換えるための電磁クラッチＫ
１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４とが内蔵されている。
【００７２】また、図１４に示すようにモータＭ１，Ｍ
２，Ｍ３，Ｍ４と、電磁クラッチＫ１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ
４とはこれらの動作を制御するためのアーム制御部８１
に接続されている。さらに、このアーム制御部８１には
超音波プローブ３の先端を上下左右に移動させるための
スイッチをもつフットスイッチ８２と、電磁クラッチＫ
１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４を解除し、基台７および各関節部
１４，１６，１８を固定状態から開放するアームフリー
スイッチ８３とが接続されている。このアームフリース
イッチ８３は例えばスコープホルダ２の先端部に設けら
れている。
【００７３】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態では第１の実施の形態と同
様に、スコープホルダ２を手術ベットのサイドレールに
固定し、ラジアルスキャン用超音波プローブホルダ２０
をスコープホルダ２の先端の連結軸部１７に取付けた状
態で、超音波プローブ３をホルダ本体２２の可動部２４
ｂに差し込み固定する。
【００７４】続いて、術者は、スコープホルダ２の先端
のアームフリースイッチ８３をオンの状態に切換え操作
して、基台７および各関節部１４，１６，１８に対して
アーム本体５を構成する各アーム１１，１３，１５およ
び連結軸部１７を可動にし、所望の位置に超音波プロー
ブ３を移動させる。
【００７５】さらに、超音波プローブ３の位置の微調整
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をしたいときには、フットスイッチ８２を操作し、超音
波プローブ３の位置の微動を行う。このフットスイッチ
８２の操作時には、アーム制御部８１が、術者が望んだ
移動方向のモータＭ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４を駆動させ、
電磁クラッチＫ１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４を解除する。
【００７６】また、フットスイッチ８２の操作が終わる
と、アーム制御部８１が電磁クラッチＫ１，Ｋ２，Ｋ
３，Ｋ４を動作させ、アーム本体５を構成する各アーム
１１，１３，１５および連結軸部１７を固定し、駆動中
のモータＭ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４の動作を終える。次
に、第１の実施の形態と同様に、超音波プローブ３によ
る観察を行い、３次元超音波画像を観察する。
【００７７】そこで、本実施の形態ではスコープホルダ
２の先端に設けたアームフリースイッチ８３により、ス
コープホルダ２のアーム本体５を構成する各アーム１
１，１３，１５および連結軸部１７の移動がスムーズと
なり、手術時間の短縮につながる効果がある。
【００７８】さらに、本実施の形態では超音波プローブ
３の位置の微調整が可能となり、術者が望む位置の術部
の３次元超音波画像を観察することができる。
【００７９】また、図１５乃至図１９は本発明の第３の
実施の形態を示すものである。本実施の形態は第２の実
施の形態（図１３および図１４参照）の構成を次の通り
変更したものである。
【００８０】すなわち、本実施の形態では図１５に示す
ように第２の実施の形態のスコープホルダ２の基台７お
よび各関節部１４，１６，１８の各モータＭ１，Ｍ２，
Ｍ３，Ｍ４の動作量を検出するエンコーダＥ１，Ｅ２，
Ｅ３，Ｅ４が基台７および各関節部１４，１６，１８に
それぞれ内蔵されている。
【００８１】また、図１６に示すようにスコープホルダ
２の連結軸部１７に取付けられた第１の超音波プローブ
ホルダ２０には可動部２４ｂの部分に位置検出のための
指標９１が設けられている。
【００８２】さらに、本実施の形態の超音波観測システ
ム１には超音波プローブホルダ２０における可動部２４
ｂの指標９１を検出するためのデジタイザ９２が設けら
れている。このデジタイザ９２は、受信部材として２台
のＣＣＤカメラ９３ａ，９３ｂと、各ＣＣＤカメラ９３
ａ，９３ｂの位置を固定させているカメラ支持部材９４
と、スタンド９５とにより構成されている。
【００８３】また、各ＣＣＤカメラ９３ａ，９３ｂは夫
々図示しない計測装置およびＡ／Ｄ変換器を介してワー
クステーション（ＷＳ）９６と接続されている。このワ
ークステーション９６に内蔵された記憶部には術前にお
いてあらかじめＣＴや、ＭＲＩといった図示しない画像
診断装置による断層画像データ、および断層画像データ
を加工して３次元に再構築されたデータ（術前の診断画
像）が記録されている。さらに、ワークステーション９
６には、図１７に示すように３次元画像生成装置７４
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と、モニタ７７と、アーム制御部８１とが接続されてい
る。
【００８４】次に、上記構成の本実施の形態の超音波観
測システム１の超音波プローブ３を使用して観察部位の
超音波画像を得る動作について説明する。ここでは、ラ
ジアルスキャンを例にとり説明する。
【００８５】まず、第１の実施の形態と同様にスコープ
ホルダ２を手術ベットのサイドレールに取付け、続いて
ラジアルスキャン用の第１の超音波プローブホルダ２０
をスコープホルダ２の先端に取付けたのち、超音波プロ
ーブ３をラジアルスキャン用の超音波プローブホルダ２
０に差し込み固定する。
【００８６】この状態で、第２の実施の形態と同様に、
超音波プローブ３による観測を行うことにより、３次元
画像が３次元画像生成装置７４に記録される。さらに、
このように観察部位の超音波画像を得る動作中、デジタ
イザ９２は超音波プローブホルダ２０の指標９１の位置
を検出する。この位置情報はデジタイザ９２からワーク
ステーション９６に伝達され、超音波プローブホルダ２
０における可動部２４ｂの位置が割り出される。
【００８７】そして、ワークステーション９６に記録さ
れた術前の診断画像と、ホルダ本体２２の可動部２４ｂ
の位置情報とを重ね合わせることにより、図１８に示す
ように超音波プローブ３による例えば患者の頭部内の術
部Ｐの観察位置を確認することができる。
【００８８】また、３次元画像生成装置７４で構築され
る３次元超音波画像は、超音波プローブホルダ２０の指
標９１が動きはじめた位置で最初のデータが作られる。
したがって、デジタイザ９２が観測しているホルダ本体
２２の可動部２４ｂが動き始めた位置と、３次元画像を
生成する始めのデータの位置をワークステーション９６
で合わせることができる。
【００８９】したがって、術者は、ワークステーション
９６を操作することにより、図１９に示すように予め記
録されている術前画像上に、実際に観察した現在の３次
元超音波画像を重ね合わせてモニタ７７に表示し、術前
画像に対する患者の頭部内の術部Ｐの観察位置、病変部
の大きさの情報などを得ることができる。
【００９０】また、術者が先に得られた３次元超音波画
像を観察した後に、もう一度観察したいときには、術者
がモニタ７７で観察している画像に、ワークステーショ
ン９６で超音波プローブ３の観察軸Ｏｐの位置を指定す
る。この場合には、ワークステーション９６がスコープ
ホルダ２の基台７および各関節部１４，１６，１８の術
者所望位置のエンコーダ値を検出し、その値をアーム制
御部８１に伝達する。そして、各モータＭ１，Ｍ２，Ｍ
３，Ｍ４をワークステーション９６で算出されたエンコ
ーダ値まで動作させることにより、超音波プローブ３を
ワークステーション９６で指定した位置に移動させるこ
とができる。
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【００９１】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態では３次元超音波
画像を術前画像に重ね合わせることができるので、病変
部の位置、及び、大きさの情報を術者に正確に提供する
ことができ、術中の対処が適切に行いやすくなる効果が
ある。
【００９２】また、一度得た超音波画像観察位置で、再
度の観察ができるので、術部Ｐの処置時に病変部を取り
残すおそれが少なくなり、患者の術後の負担が軽減され
る効果もある。
【００９３】また、図２０および図２１は本発明の第４
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１乃至図１２参照）におけるスコープホ
ルダ２の先端の連結軸部１７に超音波プローブホルダ２
０、２１に代えて図２０に示すように内視鏡１０１を保
持する内視鏡ホルダ１０２を取付ける構成にしたもので
ある。なお、これ以外の部分は第１の実施の形態と同一
構成になっており、第１の実施の形態と同一部分には同
一の符号を付してここではその説明を省略する。
【００９４】本実施の形態の内視鏡ホルダ１０２には第
１の実施の形態の第１の超音波プローブホルダ２０の取
付け部２３と同様の構成の取付け部１０３が設けられて
いる。すなわち、内視鏡ホルダ１０２の取付け部１０３
には内視鏡ホルダ１０２のホルダ本体１０４に突設され
た一対のピン保持板１０５ａ，１０５ｂが設けられてい
る。ここで、一方のピン保持板１０５ａには係合ピン１
０６ａ、他方のピン保持板１０５ｂには係合ピン１０６
ｂがそれぞれ取付けられている。これらの係合ピン１０
６ａ，１０６ｂはピン保持板１０５ａ，１０５ｂの内外
方向にそれぞれ移動可能に支持されている。そして、ピ
ン保持板１０５ａの係合ピン１０６ａと、ピン保持板１
０５ｂの係合ピン１０６ｂとは常時は図示しないばね部
材により、内方向に突出される方向に付勢され、スコー
プホルダ２の連結軸部１７の切込み部１９ａ，１９ｂに
対してそれぞれ係脱可能に係止されるようになってい
る。
【００９５】また、各ピン保持板１０５ａ，１０５ｂの
外面側には、係合ピン１０６ａ，１０６ｂを取付け部１
０３の外方向に向けて引っ張り操作する操作ツマミ１０
７ａ，１０７ｂがそれぞれ設けられている。
【００９６】そして、スコープホルダ２の連結軸部１７
に内視鏡ホルダ１０２を連結する場合には、スコープホ
ルダ２の連結軸部１７が内視鏡ホルダ１０２のピン保持
板１０５ａ，１０５ｂ間に差し込まれる状態で連結され
るようになっている。このとき、各ピン保持板１０５
ａ，１０５ｂの係合ピン１０６ａ，１０６ｂは側方から
力が加わるとばね部材の付勢力に抗して縮み、スコープ
ホルダ２の連結軸部１７の先端の切込み部１９ａ，１９
ｂ内に挿入される状態で係合固定されるようになってい
る。
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【００９７】また、内視鏡ホルダ１０２のホルダ本体１
０４には、基台部１０４ａと、この基台部１０４ａの下
部に図２０中で上下方向（第５の軸Ｏ５と直交する方
向）の中心軸Ｏ８を中心に回転可能に取付けられた操作
リング１０４ｂとが設けられている。ここで、内視鏡ホ
ルダ１０２の基台部１０４ａには撮像手段としてのＴＶ
カメラ１０８が取付ネジ部１０９を介して着脱自在に取
付けられている。このＴＶカメラ１０８は、ＴＶケーブ
ル１１０を介して図示しないカメラコントロールユニッ
トに接続されている。
【００９８】さらに、内視鏡ホルダ１０２の操作リング
１０４ｂには、内視鏡１０１が光学的に回転可能に取付
けられている。この内視鏡１０１は、挿入部１１１と取
付部１１２とによって構成されている。そして、取付部
１１２に設けられた取付ネジ１１３を介して操作リング
１０４ｂに着脱自在に取付けられている。
【００９９】また、内視鏡１０１の挿入部１１１の先端
には対物レンズ１１４が設けられている。この対物レン
ズ１１４は、その中心を通る観察光軸Ｌ５が挿入部１１
１の長手中心軸Ｏ８に対して所定の角度をなす傾斜状態
で、挿入部１１１の先端に取付けられている。さらに、
内視鏡１０１の取付部１１２にはレンズ１１５が設けら
れている。このレンズ１１５は、対物レンズ１１４から
挿入部１１１内のリレー光学系（図示せず）を介して導
かれた観察光を受けて平行光束を射出するものである。
【０１００】また、内視鏡ホルダ１０２の基台部１０４
ａには、回転体としての内蔵リング１１６およびイメー
ジリング１１７が回転可能に取付けられている。この場
合、内蔵リング１１６およびイメージリング１１７は、
内視鏡１０１の挿入部１１１の長手中心軸Ｏ８を中心に
回動することができる。また、回転体の一部をなすイメ
ージリング１１７の内部には、内視鏡１０１からの観察
光を受ける受光面を有し、且つ内視鏡１０１が射出する
平行光束の回転を補正するローテータープリズム１１８
が設けられている。なお、ローテータープリズム１１８
によって射出される光束は、基台部１０４ａに設けられ
た結像レンズ１１９を介して、基台部１０４ａに取付け
られたＴＶカメラ１０８内の撮像素子（図示せず）上に
結像されるようになっている。
【０１０１】また、操作リング１０４ｂには、基台部１
０４ａと対向する位置に、第１の電磁コイル１２０が固
定されている。この電磁コイル１２０は、励磁式の電磁
コイルであり、操作リング１０４ｂに設けられた異なる
形状を有する２つのスイッチ１２１，１２２のいずれか
がＯＮ（通電）された状態で磁力が消失する。また、操
作リング１０４ｂには、内蔵リング１１６と対向する位
置に、第２の電磁コイル１２３が固定されている。この
電磁コイル１２３は、無励磁式の電磁コイルであり、ス
イッチ１２１がＯＮ（通電）された状態で磁力が発生す
る。
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【０１０２】また、基台部１０４ａには、第１の電磁コ
イル１２０と対向する位置に、磁性体に吸着される材質
からなる吸着部１２４が固定されている。さらに、内蔵
リング１１６には、第２の電磁コイル１２３と対向する
位置に、磁性体に吸着される材質からなる吸着部１２５
が固定されている。
【０１０３】また、基台部１０４ａ内には減速部材１２
６が配設されている。この減速部材１２６は、基台部１
０４ａから延びる軸１２７を介して基台部１０４ａに回
動自在に保持されている。そして、内視鏡１０１の挿入
部１１１の長手中心軸Ｏ８と平行な回転軸Ｏ９を中心に
回動することができる。さらに、減速部材１２６の外周
面には、内蔵リング１１６と対向する部位に第１の環状
溝１２８が形成されるとともに、イメージリング１１７
と対向する部位に第２の環状溝１２９が形成されてい
る。この場合、第２の環状溝１２９の径は第１の環状溝
１２８の径の１／２に設定されている。
【０１０４】また、内蔵リング１１６およびイメージリ
ング１１７の外周面にはそれぞれ同一径の環状溝１３
０，１３１が形成されている。内蔵リング１１６は、２
つの溝１３０，１２８にわたって掛合されたベルト１３
２を介して、減速部材１２６と連結されている。また、
イメージリング１１７は、２つの溝１２９，１３１にわ
たって掛合されたベルト１３３を介して、減速部材１２
６と連結されている。
【０１０５】この構成では、操作リング１０４ｂに設け
られたスイッチ１２１をＯＮすると、操作リング１０４
ｂに設けられた第２の電磁コイル１２３に電流が通電さ
れて磁力が発生し、内蔵リング１１６に設けられた吸着
部１２５が第２の電磁コイル１２３に吸着されて操作リ
ング１０４ｂと内蔵リング１１６とが接続される。この
とき、第１の電磁コイル１２０がその磁力の消失によっ
て吸着部１２４から離脱され、基台部１０４ａに対する
操作リング１０４ｂの回転が可能となる。したがって、
この状態で操作リング１０４ｂを回転させると、操作リ
ング１０４ｂと一体で内蔵リング１１６が回転し、内蔵
リング１１６にベルト１３２を介して連結された減速部
材１２６も回転する。そして、減速部材１２６の回転は
ベルト１３３を介してイメージリング１１７に伝達さ
れ、これにより、イメージリング１１７は、内蔵リング
１１６の回転量の１／２の回転量で（第２の環状溝１２
９の径が第１の環状溝１２８の径の１／２に設定されて
いるため）、内視鏡１０１の挿入部１１１の長手中心軸
Ｏ８を中心に回転する。
【０１０６】一方、操作リング１０４ｂに設けられたス
イッチ１２２をＯＮすると、操作リング１０４ｂに設け
られた第１の電磁コイル１２０に電流が通電され、電磁
コイル１２０が有していた磁力が消失する。したがっ
て、基台部１０４ａに設けられた吸着部１２４と第１の
電磁コイル１２０との吸着状態が解除される。そのた
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め、操作リング１０４ｂは、電磁ブレーキによる固定力
がなくなり、基台部１０４ａに対して回転自在となる。
また、この時、操作リング１０４ｂに設けられた第２の
電磁コイル１２３にも電流が通電されないため、内蔵リ
ング１１６に設けられた吸着部１２５と第２の電磁コイ
ル１２３との吸着状態も解除される。すなわち、操作リ
ング１０４ｂと内蔵リング１１６との接続状態が解除さ
れる。したがって、この状態で操作リング１０４ｂを回
転させても、内蔵リング１１６は回転せず、したがっ
て、減速部材１２６およびイメージリング１１７も回転
しない。
【０１０７】すなわち、本実施形態において、第２の電
磁コイル１２３および吸着部１２５（電磁クラッチ）
は、操作リング１０４ｂと内蔵リング１１６との接続状
態を制御して、操作リング１０４ｂ（内視鏡１０１）の
回転動作に伴って内蔵リング１１６およびイメージリン
グ１１７（ローテータープリズム１１８）が回転される
第１の状態と、操作リング１０４ｂの回転に伴って内蔵
リング１１６およびイメージリング１１７が回転されな
い第２の状態とを切り替える切替手段を構成している。
【０１０８】次に、上記構成の作用について説明する。
本実施の形態では、術者が、図１に示すように超音波観
察の状態から内視鏡観察に変更する場合には、図１の状
態でラジアルスキャン用の超音波保持ホルダ２０の取付
け部２３につけられたツマミ３４ａ，３４ｂを押して、
ラジアルスキャン用の超音波プローブホルダ２０をスコ
ープホルダ２の先端の連結軸部１７から外し、これに代
えて図２１に示すように内視鏡ホルダ１０２をスコープ
ホルダ２の先端の連結軸部１７に取付け、術部を観察す
る。なお、内視鏡観察から超音波観察に変更する場合も
同様である。
【０１０９】また、内視鏡観察時には次の操作が行われ
る。手術においては、操作リング１０４ｂを手で把持
し、スコープホルダ２を構成する各アーム１１，１３，
１５およびホルダ本体１０４を各回転軸Ｏ１～Ｏ５回り
に回転させることによって、対物レンズ１１４の観察光
軸Ｌ５が所望の観察対象に方向付けられるように内視鏡
１０１を３次元的に移動させる。
【０１１０】内視鏡１０１における観察では、光源装置
から供給される照明光が図示しないライトガイドおよび
照明レンズを介して観察対象へと導かれる。観察対象か
らの反射光は、対物レンズ１１４、図示しないリレー光
学系、レンズ１１５、ローテータプリズム１１８をそれ
ぞれ経由して、結像レンズ１１９によりＴＶカメラ１０
８内の撮像素子上に結像され、この撮像素子で電気信号
に変換される。この電気信号は、ＴＶケーブル１１０を
介してカメラコントロールユニットに伝達されて映像信
号に変換された後、モニター上に内視鏡１０１による観
察像として映し出され、術者により観察される。
【０１１１】術中、内視鏡１０１によって図２１に示さ
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れる第１の観察対象Ｐを観察している状態から、第２の
観察対象を観察するために、操作リング１０４ｂに設け
られたスイッチ１２１をＯＮした状態で、操作リング１
０４ｂを内視鏡１０１とともに９０度回転させると、第
２の観察対象Ｐがモニタ上に映し出される。すなわち、
スイッチ１２１をＯＮすると、操作リング１０４ｂに設
けられた第２の電磁コイル１２３に電流が通電されて磁
力が発生し、内蔵リング１１６に設けられた吸着部１２
５が第２の電磁コイル１２３に吸着されて操作リング１
０４ｂと内蔵リング１１６とが接続されるとともに、第
１の電磁コイル１２０がその磁力の消失によって吸着部
１２４から離脱され、基台部１０４ａに対する操作リン
グ１０４ｂの回転が可能となる。したがって、この状態
で操作リング１０４ｂを回転させると、操作リング１０
４ｂと一体で内蔵リング１１６が回転し、内蔵リング１
１６にベルト１３２を介して連結された減速部材１２６
も回転する。そして、減速部材１２６の回転はベルト１
３３を介してイメージリング１１７に伝達され、これに
より、イメージリング１１７は、内蔵リング１１６の回
転量の１／２の回転量で、内視鏡１０１の挿入部１１１
の長手中心軸Ｏ８を中心に回転する。このイメージリン
グ１１７の回転により、内視鏡１０１から射出される平
行光束は、ローテータープリズム１１８の作用によって
内視鏡１０１の長手中心軸Ｏ８回りの回転に対して回転
することなく補正され、ＴＶカメラ１０８内の撮像素子
上に結像レンズ１１９を介して結像される。したがっ
て、内視鏡１０１と撮像素子との相対位置が変化するこ
となく観察方向が変更され、内視鏡１０１の観察像の上
下関係が常に内視鏡１０１の挿入方向と一致する観察像
がモニタ上で観察できる。
【０１１２】一方、第１の観察対象Ｐを観察している状
態から、第２の観察対象を観察するために、操作リング
１０４ｂに設けられたスイッチ１２２をＯＮした状態
で、操作リング１０４ｂを内視鏡１０１とともに９０度
回転させると、第２の観察対象がモニタ上に映し出され
る。すなわち、スイッチ１２２をＯＮすると、操作リン
グ１０４ｂに設けられた第１の電磁コイル１２０に電流
が通電され、電磁コイル１２０が有していた磁力が消失
する。したがって、基台部１０４ａに設けられた吸着部
１２４と第１の電磁コイル１２０との吸着状態が解除さ
れる。そのため、操作リング１０４ｂは、電磁ブレーキ
による固定力がなくなり、基台部１０４ａに対して回転
自在となる。また、この時、操作リング１０４ｂに設け
られた第２の電磁コイル１２３にも電流が通電されない
ため、内蔵リング１１６に設けられた吸着部１２５と第
２の電磁コイル１２３との吸着状態も解除される。すな
わち、操作リング１０４ｂと内蔵リング１１６との接続
状態が解除される。したがって、この状態で操作リング
１０４ｂを回転させても、内蔵リング１１６は回転せ
ず、したがって、減速部材１２６およびイメージリング
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１１７も回転しない。そのため、内視鏡１０１と撮像素
子との相対位置が変化した状態で観察方向が変更され、
９０度回転された観察像がモニタ上に表示される。
【０１１３】以上説明したように、本実施形態の内視鏡
ホルダ１０２によれば、スイッチ１２１，１２２の操作
によって、操作リング１０４ｂの回転動作に伴って内蔵
リング１１６およびイメージリング１１７が回転される
第１の状態と、操作リング１０４ｂの回転に内蔵リング
１１６およびイメージリング１１７が追従しない第２の
状態とが切り替えられるようになっている。したがっ
て、操作リング１０４ｂを片手で把持し、その把持した
手の指でスイッチ１２１，１２２の操作を行なうだけ
で、内視鏡１０１と撮像素子との相対位置を変化させる
ことなく内視鏡１０１をその長手中心軸Ｏ８回りに回転
させて観察方向を変更する回転操作と、内視鏡１０１の
みをその長手中心軸Ｏ８回りに回転させて内視鏡１０１
と撮像素との相対位置を変化させつつ観察方向を変更す
る回転操作とを簡単且つ確実に使い分けて行なうことが
できる。
【０１１４】また、本実施形態では、操作リング１０４
ｂの基台部１０４ａに対する回転が、形状の異なるスイ
ッチ１２１，１２２の操作に伴う電磁ブレーキの作用に
より固定・解除可能となっているため、非操作時には確
実に基台部１０４ａに内視鏡１０１を含む操作リング１
０４ｂが固定され、また、操作時には軽く操作リング１
０４ｂを回転操作することが可能であり、より操作性が
向上されるばかりでなく、不意に内視鏡１０１が回転し
てしまう虞がない。
【０１１５】また、スイッチ１２１，１２２を異なる形
状としたため、術者は術部から目を離してスイッチ１２
１，１２２の位置を確認することなく、指先で形状を判
別し、切替手段を選択操作することが可能である。その
ため、術者は手術を中断させず操作することができる。
また、目視でスイッチ１２１，１２２を確認する場合で
も、形状の違いにより、容易にスイッチを区別すること
が可能であり、誤操作を防止できる。
【０１１６】そこで、上記構成のものにあっては、超音
波観察の状態から内視鏡観察に変更する場合には、ラジ
アルスキャン用の超音波保持ホルダ２０の取付け部２３
につけられたツマミ３４ａ，３４ｂを押して、ラジアル
スキャン用の超音波プローブホルダ２０をスコープホル
ダ２の先端の連結軸部１７から外し、これに代えて内視
鏡ホルダ１０２をスコープホルダ２の先端の連結軸部１
７に取付けるようにしている。そのため、超音波プロー
ブホルダ２０、２１と、内視鏡ホルダ１０２とを取付け
部２３、１０３の部分ごと簡単に取り替え可能であるの
で、手術時間の短縮につながる効果がある。
【０１１７】また、図２２及び図２３は本発明の第５の
実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の実
施の形態（図１乃至図１２参照）の構成を次の通り変更
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したものである。
【０１１８】すなわち、本実施の形態では第１の実施の
形態の第１の超音波プローブホルダ２０に内視鏡１４１
を保持する内視鏡ホルダ部１４２を一体的に組み付けた
ものである。ここで、内視鏡ホルダ部１４２には図２２
に示すように内視鏡１４１を挟持する２つのアーム部１
４３，１４４が設けられている。これらのアーム部１４
３，１４４には内視鏡１４１を挟持する略半円形状の内
視鏡受け部１４３ａ，１４４ａが設けられている。
【０１１９】また、２つのアーム部１４３，１４４の基
端部側には両者間にバネ部材１４５が架設されている。
さらに、２つのアーム部１４３，１４４の先端部側には
両者間を連結する固定ネジ１４６が取付けられている。
【０１２０】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態の超音波観測システム１の
使用時には、図２２に示すように第１の超音波プローブ
ホルダ２０の可動部２４ｂのプローブ装着穴部３０に超
音波プローブ３を差し込んで固定した状態で、超音波観
察が行われる。このとき、内視鏡ホルダ部１４２には内
視鏡１４１が装着されないままの状態で保持される。
【０１２１】また、超音波観察を行った後、超音波プロ
ーブ３を超音波プローブホルダ２０から引き抜く。この
状態で、内視鏡１４１を内視鏡ホルダ部１４２に取付け
る。この内視鏡１４１の取付け作業時には内視鏡ホルダ
部１４２の２つのアーム部１４３，１４４の内視鏡受け
部１４３ａ，１４４ａ間に内視鏡１４１を挟持させた状
態で、固定ネジ１４６を回して、内視鏡１４１を固定
し、内視鏡１４１による観察を行う。
【０１２２】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態ではスコープホル
ダ２の先端の連結軸部１７の超音波プローブホルダ２０
を取付けたまま、内視鏡ホルダ部１４２によって内視鏡
１４１を保持することができる。そのため、ホルダを交
換することなく、内視鏡１４１も超音波プローブ３も保
持することができるため、ホルダを探す手間が省け、手
術時間の短縮につながる効果がある。
【０１２３】また、図２４は本発明の第６の実施の形態
を示すものである。本実施の形態は第１の実施の形態
（図１乃至図１２参照）のラジアルスキャン用超音波プ
ローブホルダ２０の構成を次の通り変更したものであ
る。
【０１２４】すなわち、本実施の形態では第１の実施の
形態のラジアルスキャン用超音波プローブホルダ２０の
可動部２４ｂに、超音波プローブ３の超音波振動子５３
の回転量を検出するためのエンコーダ１５１を配置した
ものである。ここで、超音波プローブホルダ２０の可動
部２４ｂには、２つのギア１５２，１５３が噛み合う状
態で配置されている。さらに、一方のギア１５３には、
このギア１５３の回転量を検出するためのエンコーダ１
５１が取付けられている。このエンコーダ１５１は超音
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波観測装置７２に接続されている。
【０１２５】また、プローブホルダ２０の可動部２４ｂ
には２つのフレキシブルシャフト接続部１５４，１５５
が設けられている。ここで、一方のフレキシブルシャフ
ト接続部１５４にはギア１５２の回転軸１５６の一端部
が突設されている。さらに、他方のフレキシブルシャフ
ト接続部１５５にはギア１５３の回転軸１５７の一端部
が突設されている。
【０１２６】また、本実施の形態では超音波プローブ３
には超音波振動子５３が内蔵されている先端ユニット１
５８と、超音波駆動装置６９に接続されたフレキシブル
シャフト部１５９とが設けられている。そして、フレキ
シブルシャフト部１５９の先端部がフレキシブルシャフ
ト接続部１５４に接続されている。
【０１２７】さらに、先端ユニット１５８の基端部には
短いフレキシブルシャフト部１６０が連結されている。
そして、先端ユニット１５８はホルダ本体２２のプロー
ブ装着穴部３０に挿入された状態で、フレキシブルシャ
フト部１６０の基端部が可動部２４ｂのフレキシブルシ
ャフト接続部１５５に接続されている。なお、超音波プ
ローブ３のフレキシブルシャフト部１５９およびフレキ
シブルシャフト部１６０の外側は軟性シース１６１で覆
われている。
【０１２８】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態の超音波プローブ３も第１
の実施の形態と同様に操作、観察を行う。ここで、本実
施の形態では術者がフットスイッチ７３を押し、観察状
態に入る際に、移動量検出装置７６が超音波プローブ３
の移動が止まった状態を検出すると、超音波観測装置７
２に信号を伝達する。このとき、超音波観測装置７２が
前記移動停止信号を受け取ると、超音波駆動装置６９の
モータ７０を動作させる。
【０１２９】このモータ７０によるフレキシブルシャフ
ト部１５９の回転は、フレキシブルシャフト接続部１５
４の回転軸１５６を介してギア１５２に伝達される。さ
らに、このギア１５２の回転に連動してギア１５３が回
転し、フレキシブルシャフト接続部１５５の回転軸１５
７が回転駆動される。そのため、この回転がフレキシブ
ルシャフト部１６０を介して先端ユニット１５８内の超
音波振動子５３に伝達され、この超音波振動子５３が回
転駆動される。このとき、ギア１５３の回転量はエンコ
ーダ１５１によって検出される。
【０１３０】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態ではラジアルスキ
ャン用超音波プローブホルダ２０の可動部２４ｂに、超
音波プローブ３の超音波振動子５３の回転量を検出する
ためのエンコーダ１５１を配置したので、超音波プロー
ブ３の超音波振動子５３とエンコーダ１５１との間の距
離を短くすることができる。そのため、フレキシブルシ
ャフトの撓みや、捩れによる超音波画像の回転方向のず
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れが小さくなるので、超音波画像中の向きと、術部の向
きを合わせる微調整が少なくてすみ、術時間の短縮、術
者の疲労軽減につながる効果がある。
【０１３１】また、図２５乃至図３０（Ａ），（Ｂ）は
本発明の第７の実施の形態を示すものである。本実施の
形態は第１の実施の形態（図１乃至図１２参照）の構成
を次の通り変更したものである。
【０１３２】すなわち、本実施の形態では第６の実施の
形態（図２４参照）の超音波プローブホルダ２０の機能
を図２５に示す手術用顕微鏡１７１に設けたものであ
る。図２５中で、１７１は手術室に設置されている手術
用顕微鏡、１７２はこの手術用顕微鏡１７１の鏡体、１
７３は患者１７４が載せられている手術用ベッドであ
る。ここで、手術用顕微鏡１７１の架台１７５には、床
面を移動可能なベース１７５ａと、このベース１７５ａ
上に立設された支柱１７５ｂとが設けられている。な
お、手術用顕微鏡１７１の架台１７５は手術室内におけ
る手術用ベッド１７３の先端部側（例えば手術用ベッド
１７３上の患者１７４の頭部１７４ａなどの術部Ｐが配
置される側）に配置されている。
【０１３３】さらに、支柱１７５ｂの上部には、手術用
顕微鏡１７１の鏡体１７２を任意の方向に移動可能に支
持するアーム部１７５ｃが設けられている。このアーム
部１７５ｃには複数、本実施の形態では３つの可動アー
ム１７６～１７８が設けられている。ここで、支柱１７
５ｂの上部には図示しない照明用光源が内蔵された第１
アーム１７６の一端が軸Ｏ１を中心に回動自在に取付け
られている。
【０１３４】さらに、第１アーム１７６の他端には、第
２アーム１７７の一端が軸Ｏ２を中心に回動自在に取付
けられている。この第２アーム１７７はリンク機構とバ
ランス調整用のスプリング部材からなるパンタグラファ
ームで上下移動操作可能に支持されている。
【０１３５】また、第２アーム１７７の他端には、第３
アーム１７８の一端が軸Ｏ３を中心に回動自在に取付け
られている。第３アーム１７８は、軸Ｏ４を中心とした
鏡体１７２の術者の観察方向に対する前後方向の俯仰、
軸Ｏ５を中心とした術者の左右方向の俯仰を可能とした
アームである。この第３アーム１７８の他端には鏡体１
７２が設けられている。
【０１３６】さらに、アーム部１７５ｃの各回転軸Ｏ１
～Ｏ５における回転部には、鏡体１７２が空間的に自在
に位置調整を行い、位置固定を行うために、図示しない
電磁ブレーキが各々設けられている。この電磁ブレーキ
は支柱１７５ｂに内蔵された図示しない電磁ブレーキ電
源回路と接続されている。この電磁ブレーキ電源回路
は、鏡体１７２に設けられた図示しないスイッチに接続
されている。
【０１３７】また、鏡体１７２には、図２６に示すよう
に対物レンズ１７９と、術者が観察するための接眼部１
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８０とが配置され、その間には図示しない立体観察光学
系が内蔵されている。さらに、鏡体１７２の側面には超
音波プローブ３を収納するためのシャフト中継部１８１
が取付けられている。このシャフト中継部１８１には、
超音波プローブ３を収納するための収納部１８２が設け
られている。
【０１３８】また、シャフト中継部１８１には、図２７
に示すように２つのギア１８３，１８４が噛み合う状態
で配置されている。さらに、一方のギア１８３には、こ
のギア１８３の回転量を検出するためのエンコーダ２０
３が取付けられている。このエンコーダ２０３は超音波
観測装置７２に接続されている。
【０１３９】また、シャフト中継部１８１には、２つの
フレキシブルシャフト接続部１８５，１８６が設けられ
ている。ここで、一方のフレキシブルシャフト接続部１
８５にはギア１８４の回転軸１８７の一端部が突設され
ている。さらに、他方のフレキシブルシャフト接続部１
８６にはギア１８４の回転軸１８７の他端部が突設され
ている。
【０１４０】また、本実施の形態では超音波プローブ３
には第６の実施の形態と同様に超音波振動子５３が内蔵
されている先端ユニット１８８と、超音波駆動装置６９
に接続されたフレキシブルシャフト部１８９とが設けら
れている。そして、フレキシブルシャフト部１８９の先
端部がフレキシブルシャフト接続部１８５に接続されて
いる。
【０１４１】さらに、先端ユニット１８８の基端部には
短いフレキシブルシャフト部１９０が連結されている。
そして、先端ユニット１８８のフレキシブルシャフト部
１９０の基端部がフレキシブルシャフト接続部１８６に
接続されている。なお、超音波プローブ３のフレキシブ
ルシャフト部１８９およびフレキシブルシャフト部１９
０の外側は軟性シース１９１で覆われている。
【０１４２】また、図２８は、超音波プローブ３の周辺
機器を示すものである。ここで、フレキシブルシャフト
部１８９は、このフレキシブルシャフト部１８９を回転
させるためのモータを内蔵した超音波駆動装置６９に接
続され、超音波駆動装置６９には超音波観測装置７２が
接続されている。
【０１４３】また、超音波観測装置７２には、シャフト
中継部１８１に内蔵されたエンコーダ２０３と、超音波
振動子５３の動作を開始させるためのフットスイッチ７
３と、超音波画像を映し出すためのモニタ７７とが接続
されている。
【０１４４】次に、上記構成の本実施の形態の作用につ
いて説明する。本実施の形態では術者は、鏡体１７２を
患部を観察できる位置まで移動させる。このとき、顕微
鏡観察像では、図２９に示すように脳ベラ１９２ａの位
置が観察される。
【０１４５】超音波による観察が必要な場合には、シャ
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フト中継部１８１の収納部１８２から、超音波プローブ
３を外し、図７（Ａ）中の超音波プローブ３のオフセッ
ト連結部６６の上面が顕微鏡観察像の上向きに合うよう
に術部Ｐに挿入する。
【０１４６】そして、術者が所望の位置に、超音波プロ
ーブ３を位置させた状態で、フットスイッチ７３を操作
して、超音波振動子５３を回転させ、超音波観察装置７
２が超音波画像を取得する。このとき、モニタ７７上に
は、図３０（Ａ）に示すように脳ベラ１９２ｂの位置が
横向きの画像が表示される。
【０１４７】ここで、術者は、それぞれの画像の脳ベラ
１９２ａ、１９２ｂの位置を比較し、超音波観察装置７
２に備えられた画像回転機能を用いて、超音波画像を回
転させ、図３０（Ｂ）に示すように超音波画像の向きを
顕微鏡観察像の向きに合わせる。この状態で、観察を行
う。
【０１４８】また、超音波画像の取得を再度行う場合に
は、術者は超音波プローブ３のオフセット連結部６６の
上面を顕微鏡観察像の上向きに合わせ、上記と同様に観
察を行う。
【０１４９】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態では手術用顕微鏡
１７１と超音波プローブ３を用いた観察であっても、超
音波プローブ３のフレキシブルシャフト部１８９、１９
０の捩れや、撓みによる超音波画像の回転方向のずれを
小さくすることができる。そのため、顕微鏡観察像と超
音波画像の向きを合わせれば、その後の画像向きの調整
が必要なくなり、術時間の短縮、術者の疲労軽減につな
がる効果がある。
【０１５０】さらに、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々変形実施できることは勿論である。次に、本出願の他
の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。
記
（付記項１）  超音波プローブと前記超音波プローブを
固定する超音波プローブ固定手段と前記超音波プローブ
固定手段を取付け可能な先端部を有し、空間的に位置自
在に移動可能な保持アームと前記超音波プローブ固定手
段に、前記超音波プローブが前記保持アーム先端部に対
して相対的に移動させる駆動手段を有したことを特徴と
する超音波観測システム。
【０１５１】（付記項２）  付記項１の超音波プローブ
固定手段において、超音波プローブの中心軸に対し平行
に移動する移動手段を有することを特徴とする超音波観
測システム。
【０１５２】（付記項３）  付記項１の超音波プローブ
固定手段において、超音波プローブの中心軸に対し回転
する移動手段を有することを特徴とする超音波観測シス
テム。
【０１５３】（付記項４）  付記項１の超音波プローブ
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固定手段において、内視鏡を保持する術具保持手段を有
することを特徴とする超音波観測システム。
【０１５４】（付記項５）  付記項１の超音波プローブ
固定手段において、超音波振動子に動力を伝える動力伝
達手段と、前記動力伝達手段の動作量を検出する検出手
段を有することを特徴とする超音波観測システム。
【０１５５】（付記項６）  立体観察光学系を備え、３
次元空間に位置移動自在な鏡体をもつ手術用顕微鏡と、
超音波プローブを有した超音波観測システムにおいて、
前記鏡体の側部に位置し、超音波振動子の動力を伝達す
るため動力伝達手段と前記動力伝達手段の動作量を検出
する検出手段を有することを特徴とする超音波観測シス
テム。
【０１５６】（付記項１～６の従来技術）  先端に超音
波振動子のついたフレキシブルチューブを覆っているシ
ースを固定したまま、超音波振動子、及び、フレキシブ
ルチューブを前後に移動させる。移動中の各位置で超音
波画像を取得し、それらの超音波画像を画像処理するこ
とにより、３次元超音波画像を得る方法がある。（特開
平８－２４２６０号公報、特開平８－５６９４７号公
報）（付記項１～６が解決しようとする課題）  本発明
は、振動子、及び、振動子のついたフレキシブルチュー
ブを前後動する機能のない超音波プローブであっても、
超音波プローブをアームに保持することにより、３次元
超音波画像を生成、観察できるようにした装置に関する
ものである。
【０１５７】（付記項１～６の課題を解決するための手
段）  ３次元空間において、自在に移動可能な保持アー
ム部と、保持アーム部先端に超音波プローブを固定でき
る超音波プローブ固定手段を取付け、前記超音波プロー
ブ固定手段に超音波プローブを保持アーム部先端に対し
て移動させることのできる駆動部を設けた。
【０１５８】（付記項１の作用）  前記駆動部の動作に
より、超音波プローブを前後動させながら、ラジアル方
向の２次元画像を取得し、その画像から３次元超音波画
像を構築する。
【０１５９】また、前記駆動部の回転により、超音波プ
ローブを回転させ、前方の２次元画像を取得し、その画
像から３次元超音波画像を構築する。
【０１６０】
【発明の効果】本発明によれば、空間的に位置自在に移
動可能なアーム機構部に超音波プローブを着脱可能に連
結する超音波プローブ連結用のアタッチメントを取付け
可能なアタッチメント取付け部を設け、アーム機構部に
対して超音波プローブを相対的に移動させるプローブ駆
動部をアタッチメントに設けたので、超音波プローブの
構成を簡素化することができ、超音波プローブの外径寸
法が大径化されることを防止して装置全体のコスト低下
を図ることができ、狭い観察対象部位の３次元超音波画
像を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態の超音波観測シス
テムの要部構成を示す縦断面図。
【図２】  （Ａ）は第１の実施の形態の超音波観測シス
テムのスコープホルダを示す斜視図、（Ｂ）はスコープ
ホルダの先端の超音波プローブホルダ取付け部を示す平
面図。
【図３】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
けるラジアルスキャン用超音波プローブホルダを示す縦
断面図。
【図４】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
ける前方スキャン用超音波プローブホルダを示す縦断面
図。
【図５】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
けるスコープホルダにラジアルスキャン用超音波プロー
ブホルダを取付けた状態を示す縦断面図。
【図６】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
ける超音波プローブのプローブ本体を示すもので、
（Ａ）はプローブ本体の側面図、（Ｂ）は振動子部を示
す側面図、（Ｃ）は要部の縦断面図。
【図７】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
ける超音波プローブの外装チューブを示すもので、
（Ａ）は外装チューブの縦断面図、（Ｂ）は外装チュー
ブの平面図、（Ｃ）は要部の縦断面図。
【図８】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
ける超音波プローブの周辺機器を示す概略構成図。
【図９】  第１の実施の形態の超音波観測システムにお
ける超音波プローブを術部の所望の位置に移動させた状
態を示す要部の側面図。
【図１０】  第１の実施の形態の超音波観測システムに
おける超音波プローブのプローブ保持部を上方に移動し
た状態を示す要部の側面図。
【図１１】  第１の実施の形態の超音波観測システムに
おける超音波プローブの軸に垂直な面の術部の縦断面
図。
【図１２】  第１の実施の形態の超音波観測システムに
おける超音波プローブの回転時の位置情報と画像情報が
記録される状態を説明するための説明図。
【図１３】  本発明の第２の実施の形態の超音波観測シ
ステムにおける超音波プローブのスコープホルダを示す
斜視図。
【図１４】  第２の実施の形態の超音波観測システムに
おけるスコープホルダを示す要部の概略構成図。
【図１５】  本発明の第３の実施の形態の超音波観測シ
ステム全体の制御回路の概略構成図。
【図１６】  第３の実施の形態の超音波観測システム全
体の概略構成図。
【図１７】  第３の実施の形態の超音波観測システムの
デジタイザの接続状態を示す要部の概略構成図。
【図１８】  第３の実施の形態の超音波観測システムに
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おける術前画像とプローブ保持部の位置情報を重ね合わ
せて観察位置を確認する状態を示す要部の概略構成図。
【図１９】  第３の実施の形態の超音波観測システムに
おける術前画像に観察した３次元超音波画像を重ね合わ
せて術前画像に対する観察位置、病変部の大きさの情報
をモニタに表示した状態を示す要部の概略構成図。
【図２０】  本発明の第４の実施の形態における内視鏡
ホルダのスコープホルダの接続部を示す要部の縦断面
図。
【図２１】  第４の実施の形態の内視鏡保持ホルダをス
コープ先端に取付けて術部を観察する状態を示す側面
図。
【図２２】  本発明の第５の実施の形態の超音波観測シ
ステムにおけるラジアルスキャン用超音波プローブホル
ダを示す平面図。
【図２３】  第５の実施の形態の超音波観測システムに
おけるラジアルスキャン用超音波プローブホルダを示す
側面図。
【図２４】  本発明の第６の実施の形態の超音波観測シ
ステムにおけるラジアルスキャン用超音波プローブホル
ダを示す要部の縦断面図。
【図２５】  本発明の第７の実施の形態の超音波観測シ
ステムにおける手術用顕微鏡の周辺部を示す全体の概略*

30
*構成図。
【図２６】  第７の実施の形態の超音波観測システムに
おける手術用顕微鏡の鏡体を示す側面図。
【図２７】  第７の実施の形態の超音波観測システムに
おけるシャフト中継部を示す要部の縦断面図。
【図２８】  第７の実施の形態の超音波観測システムに
おける超音波プローブの周辺機器を示す概略構成図。
【図２９】  第７の実施の形態の超音波観測システムに
おける患部の顕微鏡観察像を示す平面図。
【図３０】  （Ａ）は第７の実施の形態の超音波観測シ
ステムにおける超音波画像を示す平面図、（Ｂ）は顕微
鏡観察像の向きと合わせて回転させた超音波画像を示す
平面図。
【符号の説明】
２    スコープホルダ（アーム機構部）
３    超音波プローブ
１７    連結軸部（アタッチメント取付け部）
２０    第１の超音波プローブホルダ（アタッチメン
ト）
２１    第２の超音波プローブホルダ（アタッチメン
ト）
２５    直線方向駆動機構（プローブ駆動部）
３９    回転駆動機構（プローブ駆動部）

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図１２】

【図１８】

【図１９】
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